
0TSUCHI   in format ion 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、手指消毒などの協力をお願いします

売地・売家・借家

〒028-1131  上閉伊郡大槌町大槌12-125
TEL：0193-42-3167  FAX：0193-42-2310

赤武不動産（柾内）

赤武石油ガス㈱不動産

物 件
募 集

・ ・売地・売家・借家 物 件
募 集

売地・売家・借家
営業時間  7：30～19：30

6月の手芸教室のご案内

《お問合せ》おおつち おばちゃんくらぶ  川原畑：090-7074-0174

【7日（月）・14日（月）】10時 ～12時　おしゃっち 第2会議室
【7日（月）】13時30分 ～ 15時30分　大ヶ口集会所
【2日（水）・9日（水）】18時30分 ～20時30分　おしゃっち

昼

夜

草の根支援組織応援基金活用

おしゃっち　第2，3会議室
　13日（日） ・27日（日）10時 ～ 13時
　28日（月）13時 ～ 16時

ちりめん教室ちりめん教室

ギフト なかむら
〈営業時間〉AM9：00～  〈定休日〉日曜日・祝日
末広町４-４ TEL・FAX 42-2382

カタログ
ショップ

供物
承ります

カタログで選べるお返し
シャディ

《アズユーライク》
贈答品 冠婚葬祭

・紙オシボリ（100本～）  ・名入れタオル（120本～）
・カレンダー（50部～）　・作業着メーカー

（ジーベック、アイトス）

岩
喜
酒
店
様

当
店

境田自転車様

おしゃっち

〒028-1112  大槌町大町43番16
TEL 0193-27-5881

大槌町民限定

無料配布期間

入浴体験会

●整理券は、お1人様2枚までの配布となります。
6月5日(土)～6月12日(金)

6月15日(火) 12時～19時
6月16日(水) 11時～20時

開催
日時

6月22日(火)
グランドオープン！

午前11時

入浴体験会希望の方は、整理券が必要となります。
整理券の配布は、ショッピングセンターマスト1F
サービスカウンターにて、配布いたします。

各日300名様限定無料

※詳しくは、マスト1F「サービスカウンター」
　TEL 0193-42-8100 まで

児童手当『現況届』について

　児童手当を受給している人は現況届
を提出してください。
■ 受付期間　６月１日（火）～６月30日
（水）8：30 ～17：15
※�６月７日（月）～６月11日（金）は
18：30まで窓口を延長
※休日受付日　６月12日（土）
　9：00 ～15：00
■ 場所　大槌町役場　健康福祉課
■ 必要書類　（１）現況届��（２）受給者
の保険証写しまたは年金加入証明書

※�支給対象児童が他市区町村に住所登
録している場合は児童を含む世帯全
員分の住民票謄本（児童住所登録地
で発行）、別居監護・生計同一に関す
る申立書

問 健康福祉課　℡ 0193-42-8715

令和 3 年度町県民税の
納税通知書を送付します

　令和 3年度町県民税納税通知書を6
月10日に発送します。
※非課税の人には送付しません。
　納期限は以下の通りです。
1期　6月30日（口座振替日6月25日）
2 期　8月31日（口座振替日8月25日）
3期　11月１日（口座振替日10月25日）
4 期　12月27日（口座振替日12月27日）
　納税通知書と一緒に「町県民税のお
知らせ」を同封しますので必ずお読みく
ださい。

司法書士無料法律相談

（１）司法書士無料法律相談
■ 日時　６月11日（金）・25日（金）
　10：00 ～13：00
■ 場所　おしゃっち　会議室５
■ 予約　電話予約の人を優先
　岩手県司法書士会
　℡019-623-3355（9：00～17：00）

（２）岩手県司法書士会電話無料相談
　火曜日、木曜日　10：00 ～13：00�
　℡ 0120-823-815（通話料無料）

介護・福祉のしごと
定期相談会

■ 日時　６月10日（木）、24日（木）
　13：00 ～15：00
■ 会場　大槌町役場　小会議室２
問 産業振興課　℡ 0193-42-8725

行政相談

　行政（国、県、市町村）、独立行政法
人、特殊法人（国立病院機構、国立大
学法人、郵便局、NTTなど）での困り
ごとについて行政相談を開催し、その
解決を図ります。遠慮なくご利用くださ
い。
■ 日時　6月18日（金）9：00～12：00
■ 会場　大槌町役場　１階　相談室１

人権相談

　人権擁護委員が、家族間、近隣関係、
学校や職場内などの困りごとについて
相談に応じます。相談は無料で秘密は
守られます。
■ 日時　６月18日（金）10：00～12：00
■ 場所　大槌町役場��１階��相談室２
問 町民課　℡ 0193-42-8713

相 談 ・ 説 明 会 　大槌町行政サイト→くらし・手続き→
税金→町税→町県民税（住民税）　のペ
ージもご覧ください。
問 税務会計課　℡ 0193-42-8711

国民年⾦の一部免除制度に
ついて

　経済的な理由などにより、国民年金
保険料を納めることができない場合の
免除制度については、「全額免除」の他
に「一部免除」の制度があります。
　一部免除には、所得に応じて、４分
の３免除・半額免除・４分の１免除の３
種類があり、それぞれ「残りの納付が必
要な保険料」を納付しないと、免除期
間ではなく「未納期間」となってしまい
ます。（例えば、４分の３免除であれば、
残りの４分の１の保険料を納付する必要
があります。）
　保険料を未納のままにすると、老齢
年金の他、障害・遺族年金も受け取る
ことができなくなる場合があります。一
部免除が承認された場合は、免除手続
きをした期間を無駄にしないためにも
「残りの納付が必要な保険料」の納付を
お願いします。
問 宮古年金事務所  ℡ 0193-62-1963

起業人材育成支援補助⾦

　町内で新たに起業・出店および事業
を承継する人に補助金を交付します。
■ 補助金額　交付対象経費の２分の１
以内（上限額100万円）

義肢・装具などの
補装具の巡回相談

　相談内容は、義肢・装具などの補装
具の購入または修理にかかる判定など
です。相談は事前に申込みが必要です。
■ 日時　７月14日（水）
　13：30 ～16：00（受付14：00まで）
■ 場所　釜石市身体障害者福祉センタ
ー（釜石市上中島町４丁目２番 40 号）

■ 申込方法　電話または健康福祉課窓
口でお申込みください。なお、申込み
の際に下記の内容をお伝えください。
　①�氏名・住所・電話番号・身体障害
者手帳の内容

　②希望する補装具の種目（購入・修理）
　③希望する補装具製作業者　など
■ 申込締切　７月７日（水）
問 健康福祉課　℡ 0193-42-8715

震災ストレス相談室

　釜石地域こころのケアセンターでは、
震災津波以後、不安で眠れない、気分
が落ち込むなど、被災によるこころの
健康について、専門スタッフが相談に応
じています。相談を希望する場合は下記
へご連絡ください。
※�すでに精神科などに通院されている場
合は、まず主治医にご相談ください。
※�新型コロナウイルス感染の状況によ
り延期・中止になる場合があります。

■ 予約・問合せ先　釜石地域こころの
ケアセンター　

■ 電話　0193-25-1822
■ 予約受付時間　月～金曜日（祝日除
く）9：30 ～15：30

ひとり親世帯のご家庭へのお知らせ
子育て世帯生活支援特別給付⾦について

　新型コロナウイルス感染症による影

お 知 ら せ

■ 交付対象経費
　 (1) 事業に係る許可取得および検査
費用���(2) 事業に関連する講習受講
料���(3) 専門家報酬（司法書士など）���
(4) 広告宣伝費���(5) 備品費

　詳細は町ホームページをご確認くだ
さい。
問 産業振興課　℡ 0193-42-8725

令和３年度労働保険の年度
更新期間について

　令和３年度労働保険の年度更新期間
は、６月１日（火）～７月12日（月）です。
管轄の労働局・労働基準監督署・金融
機関で申告・納付をお願いします。年
度更新の申告は、郵送や電子申請でも
受付可能です。なお、期間内に手続き
が困難な場合は、年度更新コールセン
ターへご相談ください。
℡0800-555-6780（５月31日（月）～
７月16日(金））
＊�労 働保険の電子申請は、e-Gov
（https://www.e-gov.go.jp/）から
行うことができます。
＊�労働保険関係手続（一部手続除く）
は、Gビズ IDを利用して手続するこ
とができます。
＊�労働保険料の納付は、金融機関の窓
口に行かなくても口座振替や電子納
付が可能です。

問 岩手労働局釜石労働基準監督署
　 ℡ 0193-23-0651　

響が長期化する中で、低所得者のひと
り親世帯に対し給付金が支給されます。
■ 対象者　次の１から３に該当する方
１　�令和３年４月分の児童扶養手当の
支給を受けている人

２　�公的年金等（遺族年金、障害年金、
老齢年金、労災年金、遺族補償な
ど）を受給しており、令和３年４月
分の児童扶養手当の支給を受けて
いない人

３　�新型コロナウイルス感染種の影響
を受けて家計が急変するなど、収
入が児童扶養手当を受給している
人と同じ水準となっている人

■ 支給額　児童１人につき一律５万円
■ 申請期間　令和 3 年 5月 6日～令
和 4年2月28日

　県または町のホームページで支給要
件を確認し、健康福祉課まで申請して
ください。
問 健康福祉課　℡ 0193-42-8715

東日本大震災で被災した
住宅再建に係る補助⾦

　東日本大震災で被災した住宅の再建
をされた被災世帯の人、または被災世
帯の世帯員で住宅を新築（または購入）
した場合において以下のいずれかの条
件に当てはまる場合は、補助金を受給
できる場合がありますので下記担当まで
ご相談ください。
（１）�加算支援金受給済且つ建物の登

記が済んでいるが、補助金申請
をしていない人

（２）�加算支援金受給済の被災世帯の
世帯員が別途住宅再建をした被
災世帯の世帯員の人

（３）�区画整理事業地域内に新築された
方で、①使用収益開始日から 2
年以内に着工し、且つ②建物の登
記後 1年以内の人

問 健康福祉課　℡ 0193-42-8715

〈お問合せ〉
だぁすこ沿岸店
0193-42-8151
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